
参考１

○目標を達成するための具体的な取組状況【加古川】  （○：H30までの取組に具体の成果例あり  ●：H30までの取組で具体の成果例なし  －：取組対象外）

１．情報伝達、避難計画等に関する事項

最大規模洪水を対象とした洪水浸水想定区

域図、氾濫シミュレーションの策定、公表
○ － ○ － － － －

・加古川（国管理区間）におけるＬ２浸水想定区域図の公表
（ホームページ、紙閲覧）
・加古川（県管理区間）におけるＬ２浸水想定区域図の作成

・加古川（国管理区間）におけるＬ２浸水想定区域図の公表
（ホームページ、紙閲覧）
・加古川（県管理区間）におけるＬ２浸水想定区域図の作成

・AR技術を活用した浸水アプリの作成【国】
・沿川の氾濫状況を視覚的に把握できるマイクロモデルの作成【国】
・Ｌ２浸水想定区域図を公表中【国・県】

・ホームページ等による公表の継続
・公共施設等への掲示

・地域住民の認知度向上

地域住民及び学校等への水災害教育の実施 ○ － ○ ○ ○ ○ ○

・小学生向け防災冊子の作成、配布
・防災訓練の実施
・出前講座の実施
・ジュニア防災スクールの実施
・ひょうご防災リーダー講座の開催
・自主防災組織への水防訓練指導

・小学生向け防災冊子の作成、配布
・防災訓練の実施
・出前講座の実施
・ジュニア防災スクールの実施
・ひょうご防災リーダー講座の開催
・自主防災組織への水防訓練指導

・地域の特色を反映した、小学生向け防災冊子を作成・配布【国・小野市】
・地区に応じた水防対応力の向上を促すため、自主防災組織ごとに水防訓練の指導を実施【加古川市】
・自主防災組織等を対象にした出前講座の実施：６８回【高砂市】
・自主防災組織（１４地区）の訓練において、防災講話等を行った。【加東市】
・水防技能の向上及び減災意識の高揚を図るための水防訓練を実施（自主防災組織291人参加）【高砂市】
・避難所の初期運営を円滑に実施するための避難所運営訓練を実施（自主防災組織49人参加）【高砂市】
・減災意識の高揚を図るための防災出前講座を実施（自治会等の各種団体を対象に58回実施・1,802人参加）【高砂市】
・加東土木事務所管内5市1町の自主防災組織リーダー等を対象に、避難所運営方法に対する模擬体験を実施(県防災士
会へ委託)【県】

・地域単位の防災訓練の実施
・出前講座の実施
・地区に応じた水防対応力の向上を促すため、自主防災組
織ごとに水防訓練の指導を実施
・小学校等における防災訓練（出前講座）の検討、実施
・アニバーサリープロジェクトにおける浸水リスクの提供
・ジュニア・地域防災スクールの実施
・ひょうご防災リーダー講座の開催

・定期的な防災訓練の実施
・全小学生の水防災意識向上

意識変化を確認するための手法（住民アン

ケート等）の検討・実施
● － ● ● ● ○ ● ・地域防災計画に記載のある浸水の恐れのある要配慮者

利用施設へのアンケートを実施
・自主防災組織自治会アンケートの実施 ・全自治会に対し、アンケート調査・ヒアリングを行い、自治会における課題等を抽出し訓練等の促進を行った。【小野市】 ・水防災意識に関するアンケートの検討、実施、取りまとめ ・地域住民の浸水被害に対する意識向上の確認

最大規模洪水を対象とした浸水CGの作成、

公表
○ － ○ ○ ○ ○ ○

・市民意識向上につながるＣＧ作成モデル地区の提案
・モデル地区におけるＣＧ作成支援
・浸水ＣＧ（計画規模）の公表

・浸水CGの活用
・AR技術を活用した浸水アプリの作成【国】
・浸水CGの活用方法検討【高砂市】

・Ｌ２浸水ＣＧ作成対象地の拡大 ・Ｌ２洪水生起時の具体的イメージの啓発

最大規模洪水を加味した洪水ハザードマッ

プの検討・作成
○ － － ○ ● ○ ● ・モデル地区におけるＬ２ハザードマップの検討 ・L2洪水時の警戒避難体制整備 ・ウェブ版ハザードマップを作成中【高砂市】

・モデル地区の展開
・各市のハザードマップへのＬ２洪水反映

・各市のハザードマップに、Ｌ２洪水情報を反映

タイムライン（案）の検証、及び改善に向

けた検討
○ － － ○ ○ ○ ○ ・タイムライン（簡易版）の運用

・庁内版タイムラインの作成検討

・タイムライン（簡易版）の運用
・庁内版タイムラインの作成検討、継続運用
・タイムライン（情報伝達経路図）の作成

・タイムライン（簡易版）の運用【国・加古川市、高砂市、小野市、加東市】
・タイムライン（情報伝達経路図）の作成【加古川市】
・庁内版タイムラインの随時見直し【高砂市】

・更新版タイムラインの活用
・タイムラインを用いた防災訓練等の実施
・地域の現状に即したタイムラインの作成を検討
・タイムライン検討会（仮称）による拡充

・関係機関を含めた、タイムラインの共有

避難判断水位、氾濫危険水位等の検証及び

見直し
○ － (○) ○ ○ ○ ○ ・避難判断水位、氾濫危険水位の検証

・避難判断水位、氾濫危険水位の検討（県管理区間）
・避難判断水位、氾濫危険水位の検討（県管理区間） ・「危険水位等の設定要領（改訂版）」に基づき、各水位を県管理河川において設定【県】

・設定水位と避難状況に乖離が見られる場合は、設定水位
の再検討を行う
・県管理区間で新たに設定した水位の運用を実施

・避難意識にリンクした水位設定

広域避難も含めた、避難場所及び避難経路

の検討
● － ● ● ○ ○ ○ ・広域避難地の検討

・広域避難地の検討
・L2洪水発生時の避難場所の継続検討

・L２洪水時の避難場所の再検討（姫路市との継続協議）【高砂市】
・避難場所や避難経路について、検討を行う。
・避難経路の検討に必要な情報提供等の支援を行う。

・市域を越えた避難状況を想定した計画策定

地域防災計画の検討、更新 ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ・地域防災計画の更新、公表 ・地域防災計画の更新、公表
・地域防災計画の更新及び公表【加古川市、高砂市、小野市、加東市】
・地域防災計画の検討、更新について必要な情報提供を実施【国、県】
・地域防災計画の更新（事業進捗に伴う浸水対策計画の修正、災害時受援計画策定に伴う項目追加など）【高砂市】

・地域防災計画の更新及び公表 ・地域防災計画へのＬ２洪水の反映

協議会参加機関のホームページ等を活用し

た、情報提供内容の検討
○ － ○ ○ ○ ○ ○ ・防災情報の発信 ・各種防災情報の継続発信 ・協議会参加機関のHPを活用した情報提供（CGハザードマップ等）【加古川市、高砂市、小野市、加東市】 ・提供する防災情報の拡充 ・ホームページ等で分かりやすく防災情報を提供する

発表対象区域や避難の切迫性等が住民に伝

わる洪水予報文、伝達手法の検討
○ ○ － ○ ● ● ○ ・情報伝達システムの構築

・洪水予報文の改良

・情報伝達システムの構築
・洪水予報文の改良
・避難情報発令テンプレートの作成
・防災気象情報の改善
・降水短時間予報をこれまでの6時間先までから15時間先
までに延長【気象台】
・台風に関する強度予報をこれまでの3日先までから5日先
までに延長【気象台】

・加古川本流の氾濫による洪水浸水想定区域、津波の浸水想定区域に緊急情報を放送できる屋外拡声器を14箇所に設置
【加古川市】
・平成２８年に整備が完了した防災行政無線により、加古川沿いの地区に避難勧告等を放送し、事態の緊急性を伝えた。
【加東市】
・降水短時間予報をこれまでの6時間先までから15時間先までに延長することで、内閣府のガイドラインで必要とされている
「避難準備・高齢者等避難開始」の発令や、高齢者等の避難開始の判断に活用が可能となる。【気象台】
・台風に関する強度予報をこれまでの3日先までから5日先までに延長することで、台風接近時の避難行動に早い段階から
効果的に活用できる。【気象台】
・J-ALERTと避難準備・勧告・指示などの情報等を連動することにより、災害情報を迅速に広域に配信を可能とする。【小野
市】

・出水により、発表した洪水予報文では住民の反応が悪い
等の状況であれば、理由を検証し、必要に応じて洪水予報
文や伝達手法を見直す。
・防災気象情報をより一層活用しやすくするための対応（土
砂災害の危険度分布の高解像度化、危険度分布の希望者
向け通知サービスの開始、）
・防災情報を効果的に分かりやすくシンプルに伝えていくた
めの対応（警戒レベルの運用、土砂災害警戒情報や指定
河川洪水予報への参考となる警戒レベルの追記）

・発表した洪水予報等の情報が、地域住民に伝わるように
する。
・発表した洪水予報等の防災気象情報が、地域住民に分か
りやすく伝わるようにする。

最大規模洪水時の避難情報提供のあり方検

討
○ － ○ ○ ○ ○ ○ ・被災自治体への視察

・デジタル無線同報系の導入検討
・同報系防災行政無線デジタル化の検討 ・同報系防災行政無線のデジタル化更新検討【高砂市】

・最大規模洪水が発生した際の、避難情報提供のあり方に
ついて検討を行う。

・Ｌ２洪水が発生した場合に、避難情報が住民に確実に届く
方策を複数用意する。

スマートフォン等を活用したプッシュ型情

報の発信・普及活動の検討
○ － ○ ○ ○ ○ ○

・プッシュ型配信の実施
・緊急速報メールを使用した情報伝達訓練
・ひょうご防災ネットによる情報発信

・プッシュ型配信の実施
・緊急速報メールを使用した情報伝達訓練
・ひょうご防災ネットによる情報発信
・新たなプッシュ型配信システム導入検討
・緊急速報メール配信訓練

・プッシュ型配信を実施【国・加古川市・高砂市・小野市、加東市】
・９月１日にモバイル所有者全員に緊急速報メールを配信することで市民の防災意識の高揚を実現した。【小野市】
・ひょうご防災ネットによる情報発信【県・加古川市・高砂市・小野市・加東市】
・かこがわ防災アプリを運用開始した。【加古川市】
・スマートフォンアプリの導入検討【高砂市】

・配信内容の検証
・プッシュ型配信を用いた、防災訓練の実施

・防災情報発信時に、住民が必要な情報を得られる手段を
増やす。

外国語に対応した情報提供の実施 ● － ○ ○ ○ ○ ○ ・ひょうごE（エマージェンシー）ネットによる情報発信
・ひょうごE（エマージェンシー）ネットによる情報発信
・防災ネット言語自動翻訳機能の活用

・ひょうごE（エマージェンシー）ネットによる情報発信【県、加古川市、高砂市、小野市、加東市】
・防災ネット言語自動翻訳機能(12言語）を活用した情報提供【高砂市】
・英語による対応を可能とした。（英語表記の対応）【小野市】

・モデル自治体ホームページにて、外国語版防災ページを
検討

・外国人に対しても、防災情報を発信できるようにする。

「自主防災組織で避難誘導にあたれる人

材」の育成
● － ○ ○ ○ ○ ○

・避難誘導訓練を実施
・自主防災会リーダー研修会を実施
・ひょうご防災リーダー講座を開催
・防災士勉強会の実施

・避難誘導訓練を実施
・自主防災会リーダー研修会を実施
・ひょうご防災リーダー講座を開催
・防災士勉強会の実施

・加東土木事務所管内5市1町の自主防災組織リーダー等を対象に、避難所運営方法に対する模擬体験を実施(県防災士
会へ委託)【県】
・防災士などを対象に、地域の防災リーダー育成のため、防災士勉強会を実施【加古川市】
・水防訓練を活用した避難誘導訓練実施（参加者291人）【高砂市】
・総合防災訓練を活用した避難誘導訓練実施（参加者161人）【高砂市】
・各自治会に受講依頼を行い１５名が受講し、防災士を１１名を育成できた【小野市】

・自治体等で実施している。防災リーダー育成研修等を実
施

・市役所職員に頼らずに、住民自らが避難できる態勢の構
築
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避難行動要支援者に対する、避難計画の作

成
(○) － (○) ○ ○ ○ ○

・避難支援等を行う関係者へ情報提供整備
・要援護者施設における避難計画作成状況の調査
・避難行動要支援者制度の理解促進及び、制度を利用した
避難支援体制構築の促進
・要配慮者施設における避難確保計画作成の促進
・県内における要配慮者利用施設の避難計画作成を促進
するため、モデル事業として豊岡市内の特別養護老人ホー
ムを対象にワークショップと避難訓練を行い、計画作成の事
例集を作成【国、県】

・避難支援等を行う関係者へ情報提供整備
・要援護者施設における避難計画作成状況の調査
・避難行動要支援者制度の理解促進及び、制度を利用した
避難支援体制構築の促進
・要配慮者施設における避難確保計画作成の促進
・県内における要配慮者利用施設の避難計画作成を促進
するため、モデル事業として豊岡市内の特別養護老人ホー
ムを対象にワークショップと避難訓練を行い、計画作成の事
例集を作成【国、県】

・浸水リスクのある要配慮者施設に対して水防時の避難確保計画の作成及び訓練の実施状況等について調査を行い、未
作成、未実施施設に対して作成を促した【加古川市】
・加東市避難行動要支援者名簿に関する条例を制定し、避難支援等を行う関係者へ情報提供ができる環境を整えた。【加
東市】
・市内対象(11施設)のうち10施設が計画を作成し、訓練も８施設が実施した。【小野市】
・｢要配慮者利用施設における避難に関する計画作成の事例集（水害･土砂災害）｣を公表【国、県】
・避難行動要支援者個別計画の作成（102計画作成済み）【高砂市】
・地域防災計画に掲げる要配慮者施設の避難計画作成支援（14施設作成済）【高砂市】

・要配慮者利用施設の避難計画について、地域防災計画
等への反映

・自宅等に居住する要配慮者に対する避難計画の策定

高齢者・障害者等に対応可能な避難支援の

検討
○ － ○ ● ○ ○ ○

・災害時の準備情報の変更に伴う広報【県】
・ひょうご防災減災推進条例の制定【県】
・兵庫県災害時要援護者支援指針の改訂【県】
・個別支援計画作成の手引きの発行【県】
・災害時要援護者支援取組事例集の発行【県】
・災害時要援護者サポートミーティングの開催【県】

・防災と福祉の連携による個別支援計画作成の推進モデル
事業【県】
・福祉専門職等への防災対応力向上研修【県】
・防災と福祉の連携促進シンポジウムの開催【県】

・防災と福祉の連携による個別支援計画作成の推進モデル事業【県】
・福祉専門職等への防災対応力向上研修【県】
・防災と福祉の連携促進シンポジウムの開催【県】

・防災と福祉の連携による個別支援計画作成の推進モデル
事業（全市町展開）
・福祉専門職等への防災対応力向上研修
・防災と福祉の連携促進シンポジウムの開催
・高齢者・障害者の自助力（防災意識）向上
・防災ピアリーダーの育成

・支援優先度の高い避難行動要支援者に対する個別支援
計画の作成
・高齢者・障害者の自助力（防災意識）向上

市が主催する防災訓練の検討、実施 ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ・防災訓練の実施
・防災訓練の実施
・水防訓練、総合防災訓練の実施
・校区教育防災訓練

・水防訓練、総合防災訓練の実施（参加者合計1,246人）【高砂市】
・水害に特化した総合防災訓練を実施【加古川市】
・地震等の災害の対処法を学び、避難経路、避難場所を確認【小野市】
・東条東小学校及び米田小学校で自主防災組織との合同防災訓練を実施。（東条東小：620名参加、米田小：225名参加）
【加東市】
・指定避難所において避難所体験訓練を行い災害に備えた。【加東市】

・水防を意識した防災訓練の実施
・学校単位の浸水訓練の検討
・地震に特化した総合防災訓練を実施

・多数の住民が参加し、実感できる水防災訓練の実施

最大外力洪水又は計画規模洪水を対象とし

たマイ防災マップ等の更新、作成
○ － ○ ○ ○ ○ ○ ・マイ防災マップの作成

・マイ防災マップの作成
・地区別避難計画の作成
・出前講座の実施

・里町内会において、水害の被害軽減に向けた取り組み（グループ討議、防災マップ作成、避難経路把握のためのまちある
き）を実施。【加古川市】
・地区別避難計画及び地区別防災マップの作成（5自治会で作成）【高砂市】
・マイ防災マップを作成を作成することで災害時の避難行動等を周知する【小野市】

・マイ防災マップ作成支援
・マイ防災マップ未作成地域での作成
・マイ防災マップ作成地域の更新

・浸水の可能性がある全ての地域で、マイ防災マップの完
成もしくは避難所、避難経路の周知

関係機関と協力・連携した普及啓発活動

(出前講座等) の実施
○ － ○ ○ ○ ○ ○ ・出前講座の実施

・出前講座の実施
・職員を対象とした講演会の実施
・関係機関と協力、連携した防災研修会の開催

・南三陸町長に依頼し、職員を対象とした防災意識を高める講演会を実施【加古川市】
・ハザードマップを活用した、地域の特性に沿った出前講座の実施【加古川市】
・消防庁の語り部派遣事業を活用した防災研修会の開催【高砂市】
・町の要請に応じた出前講座で水災害の防災講話を実施【小野市】
・滝野東小学校５年生児童８０人に、防災学習を実施。【加東市】
・市立福田小学校小学5年児童を対象に、防災学習を実施。【県】
・県立社高等学校の防災避難訓練、減災対策の必要性を啓発。【県】

・連携して出前講座を実施
・出前講座依頼方法の検討
・ジュニア・地域防災スクールの実施
・ハザードマップを活用した、地域の特性に沿った出前講座
の実施

・住民の防災意識を高める

２．水防に関する事項

若年層の消防団加入促進を図る普及啓発活

動を実施
○ － ○ ○ ○ ○ ○ ・消防団への加入啓発 ・消防団への加入啓発

・ポスター等の掲示【国、加古川市、高砂市、小野市、加東市、県】
・市役所に勤務する消防団未加入の若手職員を中心に、市役所分団を設立した。【加東市】
・消防団員５名増加　６７５名→６８０名【小野市】

・ポスターの掲示等 ・消防団員の増加

重要水防箇所を姫路河川国道事務所ホーム

ページ等で公表
○ － (○) － － － － ・重要水防箇所を事務所ホームページに掲載

・重要水防箇所（県管理区間）を県ホームページに掲載
・重要水防箇所を事務所ホームページに掲載
・重要水防箇所（県管理区間）を県ホームページに掲載

・重要水防箇所を事務所ホームページで公開【国】
・重要水防箇所（県管理区間）を県ホームページで公開【県】

・出水の影響や、河川整備により重要水防箇所を見直す
・更新した重要水防箇所について、関係機関に情報共有す
ると共にホームページで公表する
・河川整備の進捗に応じ重要水防箇所を更新し、県ホーム
ページへ掲載

・水害リスクのある箇所を、住民の方に共有する。

溜め池の決壊や内水氾濫、最大外力等を踏

まえた避難態勢の整備に努める
－ － ○ ○ ○ ○ ○ ・溜め池ハザードマップを公表

・ため池ハザードマップを公表
・ため池ハザードマップを活用した警戒避難態勢の整備

・ため池ハザードマップを市ハザードマップ、CGハザードマップ、地域防災計画等で公表【加古川市、高砂市、小野市、加東
市、県】
・ため池ハザードマップを活用したワークショップの開催（実施回数2回）【高砂市】

・溜め池決壊の被害にそなえた啓発を実施 ・溜め池の決壊や内水氾濫等に備えた、避難計画の策定

関係者による重要水防箇所等の共同点検を

実施
○ － ○ ○ ○ ○ ○ ・重要水防箇所等について、共同点検を実施 ・重要水防箇所等について、共同点検を実施

・重要水防箇所（国管理区間）等を共同で点検。【国・高砂市】
・重要水防箇所（県管理区間）を共同で点検【加古川市、高砂市、県】
・市長まちづくりタウンミーティングを実施し、加古川における防災上の懸案場所を視察した。【加東市】

・住民を交えた共同点検を実施する ・水害リスクのある箇所を、住民に共有する。

洪水時のＣＣＴＶによる堤防監視、施設監

視の強化
○ － － － － － － ・CCTVで確認出来る範囲の確認 - -

・氾濫の可能性がある箇所について、状況把握できるように
する。

・洪水時に、越水状況等を把握するのに安全性を高める。

洪水時に提供可能な水位データやＣＣＴＶ

の設置検討
○ － － － － (○) － ・危機管理型水位計の設置検討 ・危機管理型水位計の設置検討 ・加古川に危機管理型水位計（１２箇所）を設置【国】 ・簡易水位計、CCTVの充実

・避難情報の発表、避難地域の検討に必用な情報を充実さ
せる。

河川管理者による水位予測情報の提供 ○ － ○ ○ ○ ○ ○
・氾濫注意水位を超過した段階で、水位予測を各自治体に
提供
・水位予測情報等（県管理区間）を各自治体に提供

・氾濫注意水位を超過した段階で、水位予測を各自治体に
提供
・水位予測情報等（県管理区間）を各自治体に提供

・ホットラインにより、水位予測情報等を提供。【国・加古川市・高砂市・加東市、小野市】
・フェニックス防災システムで水位予測情報等（県管理区間）について、各自治体に提供した。【県】

・各自治体が必要とする水位において、水位予測情報を提
供

・避難情報の発表、避難地域の検討に必用な情報を充実さ
せる。

水防倉庫等の配置計画を再検討 ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ・水防資機材共有資料の作成
・水防資機材共有資料の作成
・拠点配置の検討

・水防倉庫等の配置の再検討のため、国、県および自治体が所有する水防資機材の位置、リストをとりまとめ、共有した。
【国・県・加古川市、高砂市、小野市、加東市】
・どの地域でも遅滞なく水防活動が可能となる配置計画の検討【高砂市】

・水防活動に支障がないか、拠点の配置について検討を実
施

・どの地域でも遅滞なく水防活動が可能となる配置計画の
策定

水防資機材の備蓄状況について、自治体に

情報提供を実施
○ － ○ ○ ○ ○ ○ ・水防資機材共有資料の作成

・水防資機材共有資料の作成
・関係機関と水防資機材備蓄状況の共有

・的確な水防活動のため、国、県および自治体が所有する水防資機材の位置、リストをとりまとめ、共有した【国・県・加古
川市、高砂市、小野市、加東市】

・水防協議会等で水防資機材備蓄状況について情報共有
を行う

水防用資機材が必要な時、どこに配備されているかを関係
機関で情報共有する。

３．氾濫水の排水に関する事項

氾濫水を迅速かつ的確に排水するための排

水計画(案）の策定、見直し
○ － － ○ ○ ○ ○ ・市庁舎等、防災拠点モデルの排水計画（案）の作成 ・関係機関と排水計画の共有

・排水計画を必要とする地域、施設の検討（浸水対策計画の作成、ポンプ場の建設）【高砂市】
・想定最大規模洪水を想定した排水計画(案)の検討【国】

・排水計画を必要とする地域、施設について計画を拡充す
る

・Ｌ２浸水時に、早期の排水が必要な施設・地域に対して排
水計画が策定されている。

排水計画(案)に基づく排水訓練、及び関係

機関との合同訓練の実施
● － － ● ● ● ● － － －

・作成した排水計画を用いて、実際にポンプ車が配置可能
か、訓練を実施する。

・各市域で作成した排水計画箇所で訓練を実施し、実際に
作業が可能である事を確認する。

４．河川管理施設に関する事項

流下能力を向上させる事業の実施 ○ － － － － － － ・築堤予定箇所の買収、河道掘削の実施 ・築堤予定箇所の買収、河道掘削の実施
・滝野地区　滝見橋架替・築堤用地取得
・大門地区　河道掘削
・高砂他地区　河道掘削

・加古川河川整備計画に基づき、計画的に整備を実施 ・加古川河川整備計画の目標流量を安全に流下させる。

堤防天端の保護、裏法尻の補強等、危機管

理型ハード対策の実施
○ － － － － － － ・整備が必要な箇所に対する、対策の実施 ・整備が必要な箇所に対する、対策の実施

・堤防強化工事
・侵食対策工事

・整備が必要な箇所に対して、対策を実施 ・整備が必要な箇所の対策を完了する

水防拠点となる施設の整備検討 ● － － － － － － ・水防拠点となる施設の整備を検討 ・水防拠点となる施設の整備を検討 ・水防拠点となる施設について、意見等が無かったため未実施 ・整備候補箇所に対し、検討を行う。 ・必要な水防拠点となる施設の整備
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